
  

団体扱制度の４つのメリット 

→年間：９４，３２０円 

農林水産省共済組合・農林水産省職員生活協同組合員のみなさまへ 

一般契約の場合(一般分割12回払) 

  →年間：９５，２８０円 

 

【例】年間保険料の比較 

団体扱契約の場合(団体扱12回払) 

 
→年間：７７,１６０円 

保険種類 ：ＴＨＥ クルマの保険（個人用自動車保険）              ／ノンフリート等級 ：１０等級（事故有期間：０年） 
記名被保険者 ：個人  年齢４６歳     ／用途車種：自家用小型乗用車             ／料率クラス ：車両３・対人３・対物４・傷害４ 
保険期間 ：２０１９年１０月１日から２０２０年１０月１日            ／使用目的 ：通勤・通学使用
  
免許の色 ：ゴールド    ／年齢条件 ：３５歳以上補償 
初度登録年月 ：２０１８年９月（新車割引有）／車両保険：一般条件２５０万円（自己負担額０万円-１０万円） 
対人賠償 ：無制限     ／対物賠償 ：無制限（自己負担額０万円）  
人身傷害    ：５,０００万円（搭乗中のみ補償）入通院定額給付金１０万円／弁護士費用特約（自動車事故限定型） ／代車日額：５、０００円 

＜保険料算出条件＞ 

■このチラシは団体扱自動車保険の概要を説明したものです。 

■団体扱自動車保険にご加入いただけるのは、契約者および被保険者が引受保険会社の定める条件を満たす場合のみとなります。 

 詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 

＜取扱代理店＞ ＜引受保険会社＞ 

他の保険会社から本制度の引受保険会社に変更されても今まで
のノンフリート等級（無事故による割増引）は引き継がれます。 
（JA共済・全労済・全自共等からの移行を含みます。ただし、
一部の共済を除きます。） 

ノンフリート等級 
（無事故による割増引）はそのまま 
 継承できます！ 

② 
                 

保険料のお支払いは、給与天引きとなりますので、ご契約時に 

現金は不要です。 

保険料は「キャッシュレス」 
で手続きが簡単です！ ③ 

             

次の方々が所有・使用する車は団体扱としてご契約できます。 

（１）ご契約者 （２）ご契約者の配偶者（内縁の相手方                    

   および同性パートナーを含みます。以下同様です。）   

（３）ご契約者またはその配偶者の同居のご親族 

（４）ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 

ご家族のお車も 

 “団体扱”で加入できます。 
別居だけど 

扶養親族 

 ならＯＫね 

別居の息子・娘 

同居のご両親 

ワシらの車も 

いいんだね。 

お父さんの 

おかげね！ 

同居の息子・娘 

僕の車もOK！ 

同居の息子・娘夫婦 

同居で 

良かった！ 

みんな私に 

任せなさい！ 

④ 
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① 
一般の口座振替分割払と違って、団体扱には５％の分割割増がありません。 

年間一括払であればさらに５％の割引が適用されます（団体扱年一括払による割引）。 

保険料は      分割割増なし！ さらに一括払なら ５％割引です！   

通常の自動車保険よりさらに１５％割引が可能 

※2018年は15％割引 

団体扱割増引率は、農林水産省共済組合団体扱自動車保険の｢ご契約台数｣と｢損害率｣に応じて毎年算出され変動する 

場合があります。本団体扱割引率は、保険始期が2019年4月1日から2020年3月31日のご契約に適用されます。 

 

 

＜受付時間＞ 

平日：午前９時から午後５時まで 

(土･日･祝日･年末年始は､お休みとさせていただきます｡） 

取扱営業店         団体・公務開発部第三課 
               〒160-8388 東京都新宿区西新宿１－２６－１ 
               TEL.03-3349-9588   

  

株式会社 カワシマ  
〒101-0046 東京都千代田区神田多町２－９ 神田ＭＩＣビル４Ｆ 

  TEL:０３－６２０６－９５６６ 

  ＜受付時間＞平日午前９時から午後５時まで 

（http://www.ykawashima.co.jp) 

 

http://www.ykawashima.co.jp/

